
1 
 

 連帯ユニオン 

関西ゼネラル支部 

宣 伝 部 

第８５号 

２０２５．１０ 

明るく･楽しく･元気に活動し､産業別労働運動を確立しよう！ 

 連帯ユニオン・関西ゼネラル支部第 11 回定

期大会が10月 5日、エルおおさかで開催され

ました。 

 

大会の前段に、A執行委員がリードするインター

ナショナルを参加者全員で合唱。司会のH副委員長

が開会宣言をしました。 

大会議長・諸役員を選出したあと、議長に選任さ

れたK分会のＡ代議員が登壇して大会はスタート。

資格審査の発表後、Ａ議長が大会成立宣言し、代議

員の拍手で承認されました。 

執行委員長の代表挨拶に続いて、来賓挨拶。全日

建中央本部執行委員・関西地区生コン支部副執行委

員長、近畿トラック支部執行委員長、家族クラブあ

さがお副会長、コミュニティーユニオン関西ネット

ワーク・きょうとユニオン委員長、衆議院議員の方

から大会開催の祝辞と発言をいただきました。 

 

 

全港湾大阪支部からの大会メッセージを大会書

記が読み上げたあと、議案審議。2025年度活動総括

案と2026年度運動方針案を書記長が提起しました。

続いて、2025年度会計報告を財政部長が、会計監査

報告を会計監査が、2026年度予算案を財政部長が提

起しました。 

 

 

執行部からの提起を受けて質疑応答。4人の代議

員から議案の質問や批判と評価が発言されました。

代議員からの質問と疑問について、執行部からの答

弁をいくつか繰り返すなど活発な質疑応答が展開

されました。 

質疑応答を経て、2025 年度活動総括案と 2026 年

はばたき 

部会形成して産業別・業種別労働組合へと深化させよう！ 
関西ゼネラル支部 第 11 回定期大会開催！ 

活動総括と運動方針、予算案を提案 

議案の質問や批判、評価の発言 
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動方針案、2025年度会計報告・会計監査報告・2026

年度予算案は賛成多数で採択されました。 

 

 

休憩を挟んで大会が再会。諸決議の前に、C執行

委員から緊急署名が、きょうとユニオンの執行委員

長から東本願寺争議の支援要請が提起されました。

選挙管理委員からの役員改選の報告後、関西地区生

コン支部への団体加盟と規約改正、年間ストライキ

権の確立、役員改選が提案され、質疑応答を経て代

議員が投票しました。 

 

 

争議分会からは、Ｗ分会、Ｎ運輸分会、Ｋ.Ｐ分会、

S工業分会、K郵便局分会から闘争報告と今後の闘

争方針が示されました。 

 

投票結果報告では、選挙管理委員から、団体加盟、

規約改正、年間ストライキ権が賛成多数で可決され

たこと、役員改選投票では立候補者全員が信任され

たことが報告されました。 

大会議事のすべてが終了して、大会議長・諸役員

の解任。続いて、本大会で退任する役員の挨拶。A

退任役員、B退任役員、D退任役員、退任執行委員

長が一人ずつ登壇して、この間の活動を振り返り、

今後もそれぞれの立場で運動を続けることが述べ

られました。 

そして、新役員全員が登壇して、一人ずつ役員就

任の挨拶と決意表明。新執行委員長は「争議勝利解

決、組織拡大、産別運動の前進などの方針を執行部

全員が実践する」と提起しました。 

最後に、Ｃ執行委員のリードで「団結ガンバロ

ー！」を全員で唱和して大会は幕を閉じました。 

  

【 報告 / 執行委員長 】 

 

 

関西ゼネラル支部の仲間のみなさんの日頃の組合

活動に敬意を表します。第11回定期大会で、執行委員

長に新任されました。 

先頭に立って活動する決意を表明します。また、執

行部への批判や不満は遠慮なく躊躇なく問題提起して

ください。 

執行委員長 

 

一年間頑張ります。よろしくお願いします。 

Ｈ副執行委員長 

 

 先日の大会で副執行委員長に信任していただきまし

た。これから1年間よろしくお願いします。大会では

関西地区生コン支部への団体加盟が可決され、従来の

駆け込み相談への対応中心の活動に留まることなく、

産業別労働組合づくりに向けて歩みだす方向が明確に

なりました。そのためにも組織の飛躍的な拡大が必要

だと思います。微力ですが、一歩でも目標に近づける

よう頑張っていきたいと思います。 

Ｎ副執行委員長 

 

副委員長に再任いただきありがとうございます。ゼ

ネラル支部の機関紙「はばたき」の編集や、皆さんの

要求実現の闘いの武器であるビラや横断幕などを作成

しています。 

今期から部会形成され、産業別労働運動を前進させ

なければなりません。また、組織拡大も重点課題です。

みなさんと共に要求実現・組織拡大に向けた運動に取

り組みます。 

Ｍ副執行委員長 

争議分会から闘争報告 

新執行部抱負 

きょうとユニオンから争議の支援要請 
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このたび書記長に再任頂きありがとうございまし

た。今年度から当支部は関西地区生コン支部に参画し、

当初の目標であった産業別労働運動の具体的な実現に

向けて漕ぎ出すことになります。その達成に不可欠な

のは組合員の組織的な運動です。今年度は組織運動の

軸となる役員体制を確立すべく頑張ります。 

書記長 

 

昨年度はゼネラル支部役員一年目でしたので、不慣

れながらも皆様に助けていただき、何とかがんばる事

ができました。今年度は、組合員さんと更に近い存在

になりたいと思っております。 

 争議分会で闘っている組合員さんはもちろんですが、

争議にはなっていなくても職場での日頃の小さな悩み

を気軽に話し合えるような環境づくりも提案していき

たいと思います。 

 また、川口分会の担当としてもがんばるつもりです。 

 気を引き締めながらも楽しく組合活動をしたいと考

えておりますので、よろしくお願いいたします。 

書記次長 

 

財政部長に再任していただき、ありがとうございま

す。財政という重要な役割を通じて、組合運営を支え

る責任の重さを改めて感じております。限られた貴重

な財源を有効に活用できるよう、今後も努めてまいり

ます。また、財政面だけでなく、他の組合活動にも積

極的に関わりながら、組合の皆さんとともに温かく活

気ある組合づくりをしていきたいと考えています。こ

うした日々の積み重ねが、より働きやすい職場環境の

実現につながることを願い、誠実に活動に取り組んで

いこうと思います。 

財政部長 

 

執行委員に再任されましたＡです。よろしくお願い

します。 

今期から、新体制になりゼネラル支部・各部会体制で

挑む闘いが始まりました。 

ゼネラル支部・生コン支部の垣根を超えて、仲間の

皆さまと共に全ての働く労働者が、等しく思いやりを

持ち合いながら働き、差別や区別されることのない労

働環境を構築するために産業別労働組合の運動を広げ

ていくために頑張ります。 

Ａ執行委員 

 

ゼネラル支部の役員として今期も頑張ります。今、

労働者の持っている武器を使わせず闘いから諦めさせ

る世の中になっています。おかしいものはおかしいと

言える社会作り、諦めず労働者の武器行動で解決でき

る世の中にしていくため、共に頑張って行きましょ

う！1年間よろしくお願いします。 

Ｂ執行委員 

 

再任されましたＣです。 まだまだ経験不足で、不

充分なところは否めませんがよろしくお願いします。 

Human Rights Defenderと呼ぶには程遠いのですが、

労働問題は人権問題であるとの観点から 日々、活動を

しています。 今より優しい社会をつくるために、労働

組合の立場から包括的に活動ができればと考えていま

す。 共に連帯して頑張りましょう! 

Ｃ執行委員 

 

 最近よく耳にする SDGs を考える時に、組合の活動

にある、平和活動、人権活動は、とても重要な事だと

気付きます。組合は職場で働く人が大切にされるよう

に働きかけます。その活動に参加させていただけるこ

とは私の喜びです 

 日本で生きて、私は、いままで生存権があることに

気がつきませんでした。 守ろうとしなければ生存権

は、剥奪されるかもしれない危うい世の中であること

にも気付けませんでした。 

これからは、私は、誰かがそこかしこで権利侵害が

行われ、生存権を奪われている現実に、みなさまと一

緒に立ち向かっていきたいと思います。次の世代では、

今よりも、人が大切にされる暮らしやすい世の中にな

っていけたらいいなと思い活動します。 

Ｄ執行委員 

 

日本の企業内組合は機能していないことが大半で

す。誰かが声をあげないとブラック企業はやりたい放

題なので、微力ですがほんの少しでも若者の自殺が（日

本の若者の自殺率は世界トップレベル）減ればと思い、

長年個人で労働問題に声をあげ続けて来ました。個人
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では沢山酷い目に遭い悔しい思いをしてきました。 

昨年、書記次長を通じて連帯ユニオンにご縁を頂き

ました。そしてこの１年間皆さんに沢山助けられ支え

られながら頑張れています。 

日本では、産業別労働組合の存在をしらずに私のよ

うに苦しんでいる労働者が沢山居ると思います。次は

私がその方達を助けれるようになりたいと思っていま

す。先輩方、皆様方のご指導のほどよろしくお願いし

ます。 

Ｅ執行委員 

 

執行委員を就任させていただくことになりました

Ｆです。 

執行委員に就任しましたが、何をすれば良いか全く

わかっていません。 

持病もあり体調も万全ではありませんが、諸先輩方

との組合活動を通じて執行委員としてのあり方を学ば

せていただくつもりでおります。 

「組合員の話をしっかりと傾聴する」、「組合員の悩

みを自分のこととして考える」、「組合員の希望が叶う

ように話し合いを通じて方策を導き出す」、「最後まで

諦めない」を信条として組合活動に取り組みたいと思

います。 

Ｆ執行委員 

 

 

関西クラフト支部を立ち上

げから関西ユニオンと統合し

て関西ゼネラル支部になり今

期まで執行委員長を務めてき

ました。 

弱者に手を差し伸べるのが労働組合です。手を差し

伸べられた組合員さんは自身の問題が解決したら、次

の人に手を差し伸べてあげてください。そして「相互

扶助の精神」を忘れず組織拡大取り組んでください。 

執行部は退任しますが、これからも組合活動に参加

します。これからもともに頑張りましょう。 

退任執行委員長 

 

今期をもって執行委員を退任する事となりました

Ａです。 

私は 2019 年から 6 年間執行委員として組合活動を

してきました。これといって大きな結果を残せたとま

では言えませんが、委員長をはじめ多数の役員や組合

員に助けられながら団体交渉を担うこともできました。 

私はそのほかに主に執行部で忘年会や暑気払い、レ

クレーションなどの企画担当もしていましたが、その

ことも含めて貴重な経験を積むことができたと思いま

す。 

役員という立場から降りますが、これからも組合

活動には積極的に参加協力して

いきますので、今後とも 

よろしくお願いします。ありが

とうございました。 

Ａ退任執行委員 

 

来期からは執行委員をご辞退させていただくこと

になりましたＢです。役員としての役目は力およばず

最低限も果たすことができていなくて申し訳なく思

っています。組合員としてでき

る限り行動への参加は心掛け

て経営側の横暴には対峙して

いく所存です。 

Ｂ退任執行委員 

 

こんにちは。Ｄです。2 期執行委員を務めさせてい

ただきましたが、一身上の都合で今期いっぱいで退任

することになりました。またど

こかでお会いすることもあると

思いますがお気軽にお声がけ下

さい。短い間でしたがありがと

うございました。 

Ｄ退任執行委員 

 

退任役員挨拶 
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～お知らせ～ 

大津第1次事件大阪高裁判決 裁判所に結集を！ 
 2023年3月2日、大津地裁は、関生支部のコンプライアンス活動を恐喝に当たるとして、関

生支部委員長に対して4年の実刑判決を出したほか、5名の役員・組合員に執行猶予付き有罪判

決を出しました。関生支部は当然控訴して大阪高裁で争ってきましたが、いよいよ控訴審判決

が出ます。ご結集ください！ 

11月18日（火）11時45分 若松浜公園（裁判所前の公園）集合 

           12時00分  デモ出発 デモ終了後集会 

           13時頃 傍聴券抽選 

           14時00分～ 場所：大阪高裁201 

第 2 回争議分会決起集会 
 6月に開催した第1回争議分会決起集会では、争議中であったＷ、Ｋ.Ｐ、Ｓ工業の各分会な

どから報告してもらいました。それから半年弱の間、争議職場やその取引先等を中心として、

概ね週3日のペースで宣伝活動を展開し、争議解決のために力を注いできました。その結果、

Ｓ工業争議は勝利的解決を勝ち取り、Ｗ争議も解決に向かっています。一方、Ｋ.Ｐ争議は、相

手側が街宣禁止の仮処分申立てを行ってきました。また、新たにＫ法人争議が始まっています。

こうした動きを踏まえつつ、これまでの争議行動の総括と今後の方針を検討するため、第2回

争議分会決起集会を開催することにしました。争議分会は当然のこと、現在は争議となってい

ない分会もこぞってご参加ください。 

日時：12月5日（金）18時30分～20時00分 

場所：大阪市北区民センター（大阪市北区扇町2丁目1-27） 

秋闘で賃上げ、一時金の支給・増額を勝ち取ろう！ 

年末一時金の納入をお忘れなく！ 
 最低賃金も大幅に引き上げられました。各分会は、少なくとも最低賃金上昇にスライドする

形での賃上げを要求していきましょう！ また、物価高騰の打撃を少しでも緩和するために、

一時金の支給・増額を要求していきましょう！ そのために、まずは各分会で秋闘要求を出し

ていきましょう！ 

 なお、組合費納入規則では、年末臨時徴収金として、ボーナスの１％を納入していただくこ

とになっています。ボーナスが支給された分会は、必ず担当役員に報告していただき、その１％

を納入していただくようお願いします。 


